
審査請求・ 再審査請求の根拠規定について

○ 保護の決定及び実施に関する事務並びに就労自立給付金又は進学準備給付金の支給に関する
事務に関する処分の場合 → 生活保護法第６４条、第６６条、地方自治法第２５５条の２
の適用あり

処 分 庁 審 査 庁 再 審 査 庁
都道府県知事 厚生労働大臣 なし

・ 行政不服審査法第４条第１項本文

・ 地方自治法第２５５条の２第１項第１号

都道府県設置 都道府県知事 厚生労働大臣
福祉事務所長

・ 行政不服審査法第４条第１項第４号 ・ 行政不服審査法第６条第１項及び第２項

・ 地方自治法第２５ ５条の２第１項第１号

及び同条第２項

市町村長 都道府県知事 厚生労働大臣
（ 町村長は、福祉事

務所設置町村長に限 ・ 行政不服審査法第４条第１項本文 ・ 行政不服審査法第６条第１項及び第２項

る。） ・ 地方自治法第２５５条の２第１項第２号 ・ 生活保護法第６６条第１項

市町村設置 都道府県知事 厚生労働大臣
福祉事務所長

・ 行政不服審査法第４条第１項本文 ・ 行政不服審査法第６条第１項及び第２項

・ 生活保護法第６４条 ・ 生活保護法第６６条第１項

○ 法定受託事務であって、上記事務に関する処分を除く 処分の場合（ ７８条処分など）
→ 地方自治法第２５５条の２の適用あり

処 分 庁 審 査 庁 再 審 査 庁
都道府県知事 厚生労働大臣 なし

・ 行政不服審査法第４条第１項本文

・ 地方自治法第２５５条の２第１項第１号

都道府県設置 都道府県知事 厚生労働大臣
福祉事務所長

・ 行政不服審査法第４条第１項第４号 ・ 行政不服審査法第６条第１項及び第２項

・ 地方自治法第２５ ５条の２第１項第１号

及び同条第２項

市町村長 都道府県知事 なし

・ 行政不服審査法第４条第１項本文

・ 地方自治法第２５５条の２第１項第２号

市町村設置 市町村長 都道府県知事
福祉事務所長

・ 行政不服審査法第４条第１項第４号 ・ 行政不服審査法第６条第１項及び第２項

・ 地方自治法第２５ ５条の２第１項第２号

及び同条第２項


